別添 (べってん)　申込 (もうしこみ)用紙 (ようし)
「共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)地域 (ちいき)フォーラム」運営 (うんえい)事務局 (じむきょく)　宛 (あて)
－国連障害者の権利に関する条約の批准を見据え－
共生社会地域フォーラム【中央ブロック】
～障害を理由とする差別の解消に向けて～

１．目　　的　平成２５年６月の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の成立を踏まえ、地方公共団体との連携の下、「障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム」（仮称）を開催し、学識経験者，障害当事者，事業者等によるシンポジウム等を通じて、地域の障害のある人や関係者の意見を広く聴取し、障害者差別解消法の円滑な施行に資するとともに、障害者の権利に関する条約の批准を見据え、各地域における取組の促進と気運の醸成を図る。
２．日　　時　平成２６年１月１３日（月・祝）１３：００～１６：００
３．場　　所　千葉市文化センター アートホール（千葉県千葉市中央区中央2-5-1）
４．対　　象　一般国民
５．講師等
【基調講演】
野澤和弘　障害者政策委員会委員（毎日新聞社論説委員）
　【パネルディスカッション】
　　　石川　准　障害者政策委員会委員長（静岡県立大学国際関係学部教授）
東　俊裕　内閣府障害者制度改革担当室室長
　　　野澤和弘　障害者政策委員会委員（毎日新聞社論説委員）
[bookmark: _GoBack]　　　高梨憲司　千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員長（（社）愛光常務理事）
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)６．内　　容
　【基調講演】
平成25年6月に制定された障害者差別解消法の意義や今後の展望について
　【パネルディスカッション】
　　　「障害者差別解消法」の制定及び「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の施行状況を踏まえ、障害者の権利に関する条約の批准を見据え、今後の障害を理由とする差別の解消に向けた展望について意見交換を実施
７．参加申込・問合せ
　　内閣府ホームページ又は「共生社会地域フォーラム」運営事務局へ申込
　　　　　　　（申込期限：平成26年1月10日）※応募多数の場合は抽選
・内閣府ＨＰ：http://www8.cao.go.jp/shougai/forum/area/gaiyo.html
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)・参加申込ＵＲＬ：https://c-linkage.com/reg/s-forum/
・住所：〒102-0075東京都千代田区３番町２　三番町ＫＳビル
　株式会社コンベンションリンケージ内「共生社会地域フォーラム」運営事務局
Tel.03-3263-8695 Fax.03-3263-8693 E-mail.s-forum@c-linkage.co.jp


■講演者等略歴
　○石川　准（いしかわ　じゅん）静岡県立大学国際関係学部　教授
　　静岡県立大学国際関係学部。社会学博士。東京大学大学院社会学研究科社会学Ａ専攻博士課程単位取得退学。内閣府障害者政策委員会委員長。16歳の時に網膜剥離のため失明し、それ以後は全盲である。全盲で東京大学に入学した。
　　専門は社会学分野としてはアイデンティティ論、障害学、感情社会学。主な著書に『アイデンティティ・ゲーム』（新評論、1992年）、『人はなぜ認められたいのか』（旬報社、1999年）、『障害学への招待』（編著、明石書店、1999年）、『障害学の主張』（編著、明石書店、2002年）、『見えないものと見えるもの』（医学書院、2004年）、『身体をめぐるレッスン3』（編著、岩波書店　2007年）
　　訳書としてA.R.ホックシールド『管理される心』（共訳、世界思想社、2000年）ほか。アシスティブ・テクノロジー分野では自動点訳ソフト（「EXTRA for Windows」ほか）、エディタ／インターネット・ブラウザ（「ALTAIR for Windows」ほか）、スクリーンリーダー（「JAWS for Windows プロフェッショナル日本語版」ほか）、音声・点字　携帯情報端末ブレイルセンスU２日本語版、GPS歩行支援システム等を開発している。

○東　俊裕（ひがし　としひろ）	内閣府　障害者制度改革担当室　室長
　　生後１歳半で小児麻痺となり、現在車いすにて生活。
元弁護士、元熊本学園大学社会福祉学部教授、
２００３年より障害者の権利に関する条約（仮称）日本政府代表団顧問を務める（２００６年まで）。
２００９年１２月より、内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長。
２０１２年５月より、内閣府障害者制度改革担当室長。
 (
〔本件連絡先〕
内閣府
 
障害
者制度改革担当室
政策企画調査官　赤松
 
英知
企画調整官
　
　　田中
 
駒子
 (
電話
)
 
０３
-
３５８１
-
１０４９
)
　○野澤 和弘（のざわ　かずひろ）　毎日新聞社　論説委員
　　　昭和５８年毎日新聞社入社
　　津支局、中部報道部、東京社会部。薬害エイズ取材班、児童虐待取材班など。
　　科学環境部副部長、社会部副部長を経て、平成１９年から夕刊編集部長。
　　平成２１年から毎日新聞論説委員。
　　元千葉県障害者差別をなくす研究会座長、障害者政策委員会委員、社会保障審議会障害者部会委員、植草学園大客員教授
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　○高梨 憲司（たかなし　けんじ）社会福祉法人　愛光　常務理事
　　千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員長
　　元千葉県障害者差別をなくす研究会副座長
　　千葉県自立支援協議会及び第四次千葉県障害者計画推進作業部会部会長




（電話番号 (でんわばんごう)03-3263-8695）（FAX番号 (ばんごう) 03-3263-8693）
	
 希望 (きぼう)される
地域 (ちいき)フォーラム
（該当 (がいとう)する場合 (ばあい)は○を付けて (つ  )下さ (くだ )い。）
	 　　□  　　　A．平成 (へいせい)25年 (ねん)12月 (がつ)21日 (にち)（土 (ど)）沖縄県 (おきなわけん)
　　 □　　　　B．平成 (へいせい)26年 (ねん)1月 (がつ)13日 (にち)（月 (げつ)・祝 (しゅく)）千葉県 (ちばけん)
　　 □　　　　C．平成 (へいせい)26年 (ねん)1月 (がつ)24日 (にち)（金 (きん)）長崎県 (ながさきけん)
　　 □　　　　D．平成 (へいせい)26年 (ねん)2月 (がつ)1日 (にち)（土 (ど)）愛媛県 (えひめけん)
　　 □　　　　E．平成 (へいせい)26年 (ねん)2月 (がつ)10日 (にち)（月 (げつ)）広島県 (ひろしまけん)
 　　□　　　　F．平成 (へいせい)26年 (ねん)2月 (がつ)14日 (にち)（金 (きん)）仙台市 (せんだいし)
　　 □　　　　G．平成 (へいせい)26年 (ねん)2月 (がつ)22日 (にち)（土 (ど)）北海道 (ほっかいどう)
 　　□　　　　H．平成 (へいせい)26年 (ねん)3月 (がつ)15日 (にち)（土 (ど)）新潟市 (にいがたし)
　　 □　　　　I．平成 (へいせい)26年 (ねん)3月 (がつ)21日 (にち)（金 (きん)・祝 (しゅく)）静岡市 (しずおかし)
 　　□　　　　J．平成 (へいせい)26年 (ねん)3月 (がつ)23日 (にち)（日 (にち)）大阪府 (おおさかふ)

	  ふりがな
　　氏名 (しめい)
	


	   所属先 (しょぞくさき)　
	

	
   連絡先 (れんらくさき)
	電話番号 (でんわばんごう)
	

	
	FAX番号 (ばんごう)
	

	
	E-MAIL
	

	  　備考 (びこう)
（該当 (がいとう)する場合 (ばあい)は○で記載 (きさい)すること。）
	配慮 (はいりょ)事項 (じこう)
	 手話 (しゅわ)通訳 (つうやく)・要約 (ようやく)筆記 (ひっき)・点字 (てんじ)訳 (やく)・車 (くるま)イス利用者 (りようしゃ)

	
	その他 (　　た)
	


　※介助 (かいじょ)の必要 (ひつよう)な方 (かた)についても介助者分 (かいじょしゃぶん)を別途 (べっと)お申込み ( もうしこ )下さい (くだ   )。その際 (さい)には、介助 (かいじょ)の必要 (ひつよう)な方 (かた)の氏 (し)名 (めい)も備考欄 (びこうらん)に記載 (きさい)下さい (くだ　　)。
　※メールでのお申込み ( もうしこ )の場合 (ばあい)は申込 (もうしこみ)用紙 (ようし)の項目 (こうもく)をメールの本文 (ほんぶん)に記入 (きにゅう)の上 (うえ)、運営 (うんえい)事務局 (じむきょく)（s-forum＠c-linkage.co.jp）あてにお送り下さい。また、各地域 (かくちいき)フォーラムの参加 (さんか)申込 (もうしこみ)受付 (うけつけ)締切日 (しめきりび)（別紙 (べっし)参照 (さんしょう)）を過ぎて (す)の申込み (もうしこ　)は受付て (うけつけ　)おりません。
　※申込み (もうしこ )が多数 (たすう)となった場合 (ばあい)は、先着順 (せんちゃくじゅん)とさせていただきます。開催 (かいさい)日 (び)の３日前 (　にちまえ)までに運営 (うんえい)事務局 (じむきょく)より（E-mail又 (また)はFAX）により参加証 (さんかしょう)をお送り (　おく)いたしますので、当日 (とうじつ)、ご持参 (　じさん)下さい (くだ　　)。
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